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 【開会＝午前９時 59 分】 

 

ただいまから広報広聴委員会を開会いたします。安藤委

員からは欠席の連絡を受けておりますので、よろしくお願

いいたします。本日は「議会だよりの編集について」を議

題といたします。 

それでは２月１日発行の議会だよりについて、ページご

とに見ていきたいと思います。最初に表紙について、「新濃

尾大橋（仮称）と初日の出」の写真を入れてありますが、

他にも候補の写真があります。「表紙候補（２案）」のどち

らにするかご意見をお願いします。 

 

今のところの案としては、初日の出の写真がいいんじゃ

ないかなと思います。ただ、成人式の写真が間に合うので

あれば、その写真も候補に上がるんじゃないかと思います

ので、そのときに決めればいいと思います。 

 

間に合いますか。 

 

間に合います。 

 

その他。 

 

（意見なし） 

 

藤川委員のご意見で進めてもよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

それでは表紙の写真が決定したときにキャプションを決

めてもよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

事務局もそういう形でよろしいですか。 

 

大丈夫です。 

 

それではそのようにいたします。 

次に２ページから６ページの「12 月定例会の概要」、「第

５回（12 月）定例会議案の審議結果及び賛否一覧」につい
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藤川委員 

 

 

 

近藤委員長 

 

 

 

近藤委員長 

 

 

 

 

議会総務課長 

 

近藤委員長 

 

 

 

近藤委員長 

 

 

 

藤川委員 

 

 

 

近藤委員長 

 

藤川委員 

 

議会総務課長 

 

佐藤委員 

 

 

議会総務課長 

 

近藤委員長 

て、お気づきの点がありましたら意見をお願いします。 

 

２ページの経営診断の目的を問う質疑の答えの部分、「精

緻」とするところ「聖地」になっているので修正してくだ

さい。 

 

その他よろしいですか。 

 

（意見なし） 

 

またお気づきの点は次回ということで。 

次に７ページから 11 ページの「一般質問について」、お

気づきの点がありましたら意見をお願いします。訂正があ

る場合は各議員から報告頂いてますね。 

 

昨日 14 時までに頂いて、直してあります。 

 

よろしいですか。 

 

（意見なし） 

 

最後に 12 ページの「意見交換会参加者募集」について、

お気づきの点がありましたら、意見をお願いします。 

確認ですが、広報広聴委員の応援はどなたですか。 

 

１月 25 日の産業建設委員会は川柳委員と安藤委員で、２

月 22 日の民生文教委員会は南谷佳寛委員と佐藤委員と私

になります。 

 

ご協力をお願いいたします。 

 

この写真はどこから持ってきましたか。 

 

秘書広報課から提供を受けたフリー素材です。 

 

申し込みフォームはこちらと書いてあるんですけど QR

コードがないです。これからつけるってことですか。 

 

これからつけます。 

 

その他。 
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川柳委員 

 

 

 

近藤委員長 

 

佐藤委員 

 

 

藤川委員 

 

 

 

 

近藤委員長 

 

議会総務課長 

 

 

近藤委員長 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

近藤委員長 

 

 

 

藤川委員 

 

 

 

 

 

 

３ページの市民病院の写真の下の横書き部分について、

「市内唯一の入院用ベッド」という文言が、長良川病院と

かあるような気がするので、お聞きします。 

 

紛らわしいなら「公立」とつけてもいいですね。 

 

「公立」を入れて、それで終わりにしたほうがいいかな

と思います。 

 

多分、この関係は議会答弁で同じような答弁をされたと

思うので、その答弁に基づいたほうが。その答弁で「公立」

とあればつければいいですし。入院用ベッドはおそらく市

民病院だけだと思います。 

 

事務局、確認できますか。 

 

答弁で言いますと、病院の事務局長が「当院は市内唯一

の病院であり」という表現を使ってます。 

 

市役所としては唯一の病院ということかな。 

 

長良川クリニックは病院ではなくてクリニックかもしれ

ませんけれど、ただ、クリニックであるとしても入院用の

ベッドがあれば、それは市内唯一の入院用ベッドとはいえ

ないような気がします。 

市内唯一の入院ベッドと言ったら、それは市内に入院で

きるところは唯一、羽島市民病院だけしかない場合を指し

てるんじゃないかと思うんですね。なので修正をしてもい

いんじゃないかなという気はします。 

 

これは執行部が話してることですので、役所としては唯

一の病院ということで、別に問題ないと思うんだけど。自

分達が持ってる病院はこれしかないよという言い方で。 

 

佐藤委員の意見は、もし市内に入院用ベッドを有する病

院が他にもあるとしたら、この表現はまずいんじゃないか

という話なんで、まず本当にそこしかないのか調べないこ

とにはこの表現が適切か分からないと思うんです。なので、

調べるか全く違う表現にするかです。 
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近藤委員長 

 

議会総務課長 

 

佐藤委員 

 

 

近藤委員長 

 

議会総務課長 

 

近藤委員長 

 

佐藤委員 
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佐藤委員 

 

 

 

時間の問題もあるので、この表現にリスクがあるなら削

って、「市内唯一の自治体病院である羽島市民病院」に修正

したほうがありがたいですね。 

 

自治体という言葉を上手に入れて頂けますか。 

 

 分かりました。 

 

気づいてしまったんですが、３ページの返礼品の写真が

見切れているので、こちらが気になります。 

 

縮小して配置できますか。 

 

修正します。 

 

その他、全体的に何かありましたら。 

 

申し上げにくいことではあるんですが、昨年の 12 月に、

ホームページに掲載されている私の写真が、承諾していな

いうちにシンポジウムのお知らせに載って、それが市内に

配布される出来事がありまして。本人の承諾を得て写真を

使うとか、写真に関する注意喚起を図ったらどうかという

ことで、それを議題にしてはどうかと思っております。 

 

ホームページに掲載されている写真の使用について、本

人の了解を得るということやね。 

 

市ホームページの最下部に「リンク・著作権・免責事項

等」という表題がありまして、そこに著作権に関すること

が書いてあります。 

「「羽島市ホームページ」に掲載されている情報（文章、

写真、画像など）は、著作権の対象であり、法律によって

保護されています。」、「これらの情報について、「私的使用

のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合

を除き、羽島市の許可なく複製、転用等する事は法律で禁

止されています。」とホームページにはもうあります。 

 

著作権のことは言及されてるんですけれども、肖像権の

言及はないかもしれなくて、肖像権も本人の了解をとるよ

うにしましょうとか、肖像権にもご配慮くださいとか、何

か注意書きをしてもいいのかなという気はしています。 
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議会総務課長 

 

 

近藤委員長 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

 

近藤委員長 

 

 

 

藤川委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

ホームページを管理しているのが秘書広報課になります

ので、一度相談してみます。 

 

佐藤委員におきましては勝手に使われたということです

けど、またそういうことが起きるといけませんので、色々

な人に注意を促すといいますか、とにかく本人の了解を得

てやって頂くのが大原則だもんね。 

 

ホームページの写真のあり方について問題提起しておき

たいんですが、他の自治体で、議員のマイナンバーカード

等が偽造されて作られる事件が相次いでまして、県内でも

多治見市議会の議員が確か被害に遭われたと思いますけれ

ども、そういったこともあるので写真を載せておくか検討

してもいいかもしれないと思いました。 

 

どこのホームページでも議員の紹介、所属会派、議長、

副議長が誰か、議長の挨拶、いろいろありますので、それ

に関して削除は難しいと思います。 

 

ホームページに関してはコピーライトが明確になってる

ので、肖像権があるものを勝手に使用しないようにわざわ

ざ記載するのかという話になります。それでも使われたら

使った人がいけないことをしているので、記載があったら

使われなくなるかというとそうではないと思うんです。 

先ほどの議員の顔写真を載せておくと犯罪に利用される

という話になると、悪いことを考える人は、皆さんが作っ

ている新聞とかリーフレットから写真をとってきて使おう

と思えば使えてしまうし、そのリーフレットも写真を載せ

るのをやめますかという話になってしまうので、悪いのは

悪いことをする人であって、そういう人がいるからこうい

うのをやめようという方向に行くと、色々なことができな

くなっていってしまうかなと。防ぐ方法を考えることは大

事なんですけど、市民の知る権利や様々な権利が制限され

るのは本末転倒だと思います。 

 

今のご意見の中で、後段部分に関してはそうかなという

気はしておりますけど、前段部分に関しては著作権と肖像

権は完全に違う権利だと思うんですよね。なので、肖像権

について一切言及がされていないことの改善が必要なんじ

ゃないかと思いました。 
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議会総務課長 

 

 

 

 

 

 

佐藤委員 

 

 

 

 

 

近藤委員長 
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ホームページの写真は、議員になられたときにホームペ

ージや議会だよりで使用するために秘書広報課が撮影した

もので、議員の承諾を得て撮影していると思うんですが、

そこで肖像権を使用する承諾はしていないんですか。そこ

を踏まえたうえで、羽島市に著作権があると思います。佐

藤委員が個人的に撮られた写真なら別ですが。 

 

ホームページに掲載することに関してはもちろん同意し

ている前提であると思うんですね。ただ、それを第三者が

そのまま利用することに関しては肖像権が関係してきます

から、基本的に本人の許可を取る必要がある話と思ってい

るわけです。 

 

佐藤委員が言ってみえるのは文化センターで開催された

シンポジウムの件だと思いますが、それは当事者ときちっ

と話し合いをして頂いたほうがいいと思います。議会で対

応するよりも、個人の写真が使われたので、個人で使わな

いように注意するということですね。 

 

確かにその方との話し合いで終わりにすることも一つの

選択肢だと思います。ただ、今回あえて話題にしたのは、

他の議員に強く言われまして。 

今回みたいな事をそのままにすると、そういうことが多

発したときにかなり大変なことになるし、注意書き自体は

してもいいんじゃないかなと、私もその意見を受けて検討

した結果として申し上げてますので。 

私も皆さんがよろしいんであれば、ここでこの話をして

終わりにすることは別にそれでいいですけれども、他の議

員から厳しくやらないと後々大変なことになるんじゃない

かという意見があったので、話題をしたという話です。 

 

確かにマイナンバーカードを悪用されたという事例も数

件、全国的にありますので、その辺はお互い気をつけて。

事件が起きてから対応することは難しいですけれども、日

頃から注意して、そういう情報があれば情報交換して、ま

た解決に向けて取り組んでいきたいと思います。 

私も長年議員をやらさせて頂いて、選挙中とか選挙前に

ネット上で、「K 議員」とか「でかい議員」とか、嘘八百で

はないけど書かれたり、そういうのを本当は正していきた

いです。誰が書いたか分からないし書きっぱなしなので。
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近藤委員長 
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近藤委員長 

 

 

 

 

そういうネットのあり方も議会として国へ要望を出すと

か、これは私の個人的な意見ですけどもそういうことも先

ほどの肖像権の関係と一緒に、すぐに解決することではな

いですけども、いろいろ議論して意見を出し合って、前向

きに検討課題としてお願いしたいと思います。よろしいで

すか、佐藤委員。 

 

（佐藤委員、同意） 

 

秘書広報課で撮った写真について、例えば透かしを入れ

るとか、身分証明書の偽造に使われないような防止措置を

入れることは、可能であれば提案したいなと。秘書広報課

の考えもあると思うので、できるか分かりませんが。 

 

その件は今回は結論が出せませんが、検討する機会があ

れば前向きに検討することでよろしいですか。 

 

（異議なし） 

 

その他、全体的に何かありましたら。 

 

（意見なし） 

 

訂正箇所が数ヶ所ありましたけど、事務局お願いします。 

それでは議長、何かありますか。 

 

最後のページで、「羽島市議会意見交換会を開催します」

という文字が写真と重なって読みづらいなと。 

 

もう少し目立つように修正して頂きます。 

副議長、何かありますか。 

 

（発言なし） 

 

それでは次回は１月 15 日水曜日午前 10 時から開催しま

すのでよろしくお願いいたします。これで広報広聴委員会

を閉会いたしますご苦労様でした。 

 

【閉会＝午前 10 時 30 分】 

 

 


